
                             事  務  連  絡  

令和３年１月１２日  

各都道府県教育委員会都道府県立学校担当課 

各都道府県教育委員会市区町村立学校担当課 
御中 

都道府県知事部局学校法人担当課 

附属学校を置く各公立大学法人の理事長 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

中学校及び特別支援学校中学部の理科教育等 

設備台帳作成要領の改正について（通知） 

 

 この度、理科教育設備整備費等補助金交付要綱を令和２年１０月６日付け２文科初第８７

８号で改正したことに伴い、中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程

を含む。）及び特別支援学校の中学部の理科教育等設備台帳作成要領を別添のとおり改正し

ました。 

 改正の主要な事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、域内の市町村教育委員会、

所管又は所轄の学校に対し、御周知いただくようお取り計らい願います。 

また、小学校（義務教育課程の前期課程）及び特別支援学校の小学部並びに高等学校（中

等教育学校の後期課程を含む。）及び特別支援学校の高等部に係る理科教育等設備台帳は、

従来どおり取り扱い願います。 

 

記 

 

１ 主な改正事項について 

(1) 「総括表」及び「設備表」について、一部様式の変更を行ったこと。 

(2) 「品目別整備状況一覧表」について、作成を要しないこととしたこと。 

(3) 「設備表」について、一定の条件を満たす場合、それぞれの学校において置かれてい

る備品台帳等をこれに代えることができることとしたこと。 

 

２ 運用面での留意事項について 

(1) 今回改正した理科教育等設備台帳は、令和３年度予算に係る補助事業から適用する。 

(2) 各設置者及び各学校は、理科教育設備の使用年数及び耐用年数を把握し、老朽化した

設備については、所定の手続きに従い廃棄及び更新を計画的に行うこと。 

 

３ その他  

文部科学省HP「理科及び算数・数学教育のための設備の整備」において、関連の資料を

掲載しておりますので、こちらも御活用ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/rikasansuu/index.htm 

 

【本件連絡先】 

 文部科学省初等中等教育局教育課程課庶務・助成係 

 TEL:03-5253-4111（内線2425） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/rikasansuu/index.htm

